
内
閣
衆
質
一
五
一
第
八
二
号

平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
不
動
産
担
保
評
価
の
正
確
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

八

二

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
不
動
産
担
保
評
価
の
正
確
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
平
成
十
一
年
金
検
第
百
七
十
七
号
金
融
監
督
庁
長
官
決
定
）
に
お
い
て
は
、
担
保
不
動
産
の
評
価

た
ん

額
及
び
処
分
可
能
見
込
額
を
、
客
観
的
、
合
理
的
な
評
価
方
法
で
算
出
し
、
破
綻
先
、
実
質
破
綻
先
及
び
破
綻
懸
念
先
で
あ
る

債
務
者
に
対
す
る
債
権
に
係
る
担
保
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
決
算
期
末
等
に
お
い
て
判
明
し
て
い
る
直
近
の
デ
ー
タ
を
利
用
し

て
、
少
な
く
と
も
年
一
回
評
価
額
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
監
査
法
人
等
に
よ
る
外
部
監
査
並
び
に
金
融
庁
に
よ
る
検
査
及
び
監
督
を
通
じ
て
個
別
に
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
担
保
不
動
産
の
実
際
の
売
却
額
と
直
近
の
処
分
可
能
見
込
額
を
比
較
す
る
た
め
の
調
査
を
改
め
て

行
う
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。


